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情報通信行政･郵政行政審議会 

郵政行政分科会（第８０回）議事録 

 

 

 

第１ 開催日時及び場所 

令和４年６月２８日（火）１４：０２～１４：４１ 

Ｗｅｂ審議による開催． 

 

 

第２ 出席した委員（敬称略） 

島村 博之（分科会長代理）、実積 寿也、巽 智彦、谷川 史郎、 

三浦 佳子 
（以上５名） 

 

 

第３ 出席した関係職員等 

藤野郵政行政部長、寺村信書便事業課長、櫻井信書便事業課課長補佐 

事務局：福田情報流通行政局総務課課長補佐 

 

 

第４ 議題 

諮問事項 

特定信書便事業の許可並びに信書便約款の設定及び信書便管理規程の設定の

認可【諮問第１２２７～１２２９号】 
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開 会 

 

○島村分科会長代理 ただいまから、情報通信行政・郵政行政審議会郵政行政分科会第

８０回を開催いたします。 

 本日は佐々木分科会長が校務で御欠席のため、私が議事を進めさせていただきます。 

 本日はウェブ審議の開催となり、全委員７名中６名が出席予定でしたが、現在全委員

７名中５名が出席となっておりますが定足数は満たしております。 

 御発言の際はマイク及びカメラをオンにし、名のってから御発言をお願いいたします。 

 また、本日は情報通信行政・郵政行政審議会議事規則の規定によりまして、「諮問事

項の特定信書便事業の許可並びに信書便約款の設定及び信書便管理規程の設定の認可」

につきましては非公開にて行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○島村分科会長代理 それでは、本日の議題の審議は非公開とさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 議事に入る前に、本日から着任されました藤野郵政行政部長から一言異動の御挨拶が

あります。藤野部長、よろしくお願いいたします。 

○藤野郵政行政部長 御紹介ありがとうございます。本日付で郵政行政部長を拝命いた

しました藤野でございます。よろしくお願いいたします。 

 私、郵政行政は８年ぶりでございまして、８年前は新規業務をいかに進めていくかと

か、当時、ＴＰＰ協定交渉があったので、それも従事させていただいておりまして、そ

ういった取組を行ってまいりましたけれども、このたび、郵政、それから信書便、コロ

ナ禍の影響もあって、今新しい局面が出てきていると思います。御指導をいただきなが

ら、行政をさらに推進していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○島村分科会長代理 藤野部長、ありがとうございました。 

 それでは、お手元の議事に従いまして、議事を進めさせていただきます。 

 本日の議題は諮問事項３件です。諮問第１２２７号から第１２２９号「特定信書便事

業の許可並びに信書便約款の設定及び信書便管理規程の設定の認可」について、総務省

から説明をお願いいたします。 

○寺村信書便事業課長 信書便事業課長の寺村でございます。本日もよろしくお願いい

たします。 

 今回は、民間事業者による信書の送達に関する法律、いわゆる信書便法に基づく特定

信書便の新規参入を希望する５者に対する関連の諮問３件でございます。すなわち、諮

問第１２２７号、特定信書便事業の許可、それから、第１２２８号、信書便約款の設定

の認可、そして第１２２９号、信書便管理規程の設定の認可の３件について御説明させ

ていただき、これらの許認可の可否について御審議いただきたいと考えております。そ

れでは、各諮問事項について御説明させていただきます。 

 まずは、諮問第１２２７号、特定信書便事業の許可について、資料８０－１を御覧く

ださい。まず１ページ目、これが諮問書でございます。本件は繰り返しになりますが、

特定信書便事業への新規参入希望者が５者ございまして、その事業許可申請について審

査した結果、いずれも信書便に掲げる基準に適合しているということで許可することと
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いたしたく、諮問させていただくものでございます。 

 それでは、まず簡単に概要説明させていただきたいと思います。 

 ２ページ目から別紙１となっておりますけれども、３ページに今回の申請者５者の一

覧とサービス提供の概要をまとめてございます。 

 まず、今回の申請者を読み上げさせていただきますが、１番のＮＸキャッシュ・ロジ

スティクス株式会社、２番の戸田ビルパートナーズ株式会社、３番の太陽急配株式会社、

４番の株式会社ゼロ・プラス中部、それから５番のオーティーティーロジスティクス株

式会社となっております。これらの主たる事業ですけども、表の左から３列目の項目に

記載してございます。 

 このうち、１番のＮＸキャッシュ・ロジスティクスについてですが、貨物運送業と記

載させていただいておりますが、正確には、現時点で貨物自動車運送事業の許可等をま

だ取得していない状況でございまして、今後取得する予定でございます。

 

 次に２番の戸田ビルパートナーズにつきましては、建設業が主たる事業となっており

まして、こちらは自動車ではなくて台車で顧客の本社と事業所を巡回するサービスを予

定しておりまして、この場合、貨物自動車運送事業の許可等は不要でありますけども、

そういった事業者ということになっております。 

 ほかの３者につきましては、貨物運送業を既に主たる事業として、許可等も得ている

事業者でございます。 

 さらに表の右側半分が予定している提供サービス、それから提供区域の概要でござい

ます。まず前提といたしまして、特定信書便事業が提供できる役務としましては、信書

便法第２条第７項に第１号から第３号まで定める役務がございます。１号役務につきま

しては、長さ、幅、厚さの合計が７３センチを超える、あるいは重さが４キロを超える

信書便物を送達する役務、それから今回申請はございませんが、２号役務につきまして

は信書便物を引き受けてから３時間以内に配達する役務、それから、３号役務は引受料

金が８００円を下らない高付加価値の信書便物を送達する役務と御理解いただければと

思います。 

 この表では、提供サービスとして各申請者が提供を予定している役務につきまして、

各号ごとに丸印をつけてございます。これを見ていただくと、今回新規で申請した５者

の全てが１号役務を提供する予定となっておりまして、これに加えて３号役務を提供し

ている申請者が１番のＮＸキャッシュ・ロジスティクス、それから、４番の太陽急配と

２者ございます。 

 申請者の事業の概要は以上でございますけれども、審議いただくに当たりまして重要

となるポイントがございますので、これを引き続き説明させていただきたいと思います。 

 まず、信書便法では許可条件が３つございます。これは信書便法第３１条に定めてご
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ざいますけれども、そのうちまず１点目、これは信書便物の秘密を保護するために適切

なものであることが求められております。これの判断要素といたしまして、信書便物の

引受け、配達の方法を役務ごとに適切に定める必要がございます。これについてまとめ

たものが４ページの表になってございます。 

 続きまして、２点目の許可条件ですけれども、事業の遂行上適切な計画を有している

かどうかを見る必要がございます。こちらにつきましては、特に重要な視点として事業

収支見積りがございます。審査に当たっては、事業収支見積書を開業当初の事業年度、

それから翌事業年度の２年分を提出いただくとなっております。その算出が適正かつ明

確であることが審査基準の一つとなります。 

 そこで、５ページを見ていただきたいと思います。まず、こちらは収入の部でござい

ますけれども、この表の右端、こちらは見込み収入となっております。これが各事業所

において既存の顧客に対するヒアリングといったもので、利用見込通数、それから予定

している契約額、サービス単価を考慮して算出したものでございます。 

 さらに事業見込収入を踏まえまして、次に６ページにお移りいただきたいと思います。

こちらが先ほど申しましたとおり、事業収支見積りは事業開始年度と翌年度の２事業年

度提出いただくことになっておりまして、その中で収支と利益をこちらにまとめたもの

でございます。支出の欄につきましては、これは申請者が項目ごとに積み上げた額、あ

るいは貨物運送業等も行っておりますので、いわゆる兼業、そういった事業との収入費

の案分で算出しているものでございます。 

 さらに５者のうち、業務委託を予定している事業者が２者ございます。こちらは１番

のＮＸキャッシュ・ロジスティクス、それから５番のオーティーティーロジスティクス

と２者ございます。こちらについては、支出の欄のその他に業務委託の費用を計上して

いる状況でございます。 

 事業収入から事業支出を引いた信書便事業としての営業利益、これは表の右から２列

目になりますけれども、こちらは全者、初年度、翌年度ともに信書便事業単独では黒字

になる推計になってございます。そのため、我々としては事業収支には特段の問題なく、

妥当なものと判断させていただいております。 

 続きまして、３つ目の許可条件でございます。こちらは事業を適確に遂行するに足る

能力を有する者であることを見る必要がございます。特に重要な視点としては、資金計

画を見るとなっておりまして、その要素としては７ページにまとめてございます。こち

らには純資産の額、それから信書便事業の開始に要する資金をまとめております。 

 事業の開始に要する資金、こちらは具体的に何かといいますと、人件費の２か月分、

それから駐車場とか賃借料の１年分、こうしたものを合計した金額となっておりまして、

これを実際に我々としても見させていただいた結果、直近の決算年度においても各者と

も債務超過の状況はないと、さらに純資産もプラスとなっておりますので、この事業を

始めるに当たって必要な資金については、各者とも全額自己資金による調達が可能とな

っております。 
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 簡単ではございますが、以上が許可の申請概要と審査いただくに当たってのポイント

となります。 

 この説明を踏まえて、総務省として審査結果をまとめたものが８ページ、９ページに

またがる別紙２になっております。 

 まず、この資料を見ていただきまして、１番から３番までの大きな項番がございます。

こちらは信書便法第３１条の各号に定める特定信書便事業の許可の基準となっておりま

して、これに基づき審査を行っているものでございます。 

 まず項番１の、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであるこ

とでございますが、審査基準として、信書便物の秘密を保護するために引受け、配達、

それから、こちらにその方法が明確に記載されておりまして、かつ、信書便管理規程の

遵守義務がある者が直接引受け、配達すること等を適切に行っているかどうかを審査し

ております。これにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、全ての申請者が事業

計画、管理規程等におきまして、引受け、配達の方法を明確に定めておりまして、信書

便管理規程の遵守義務のある者が取り扱うことを確認させていただいております。その

結果、全ての項目について適当であると審査させていただいております。 

 さらに委託を予定している事業者につきましては、受託者に信書便事業者と同様に信

書便管理規程が課されているかどうかが審査のポイントになりますが、これも委託契約

書において、きちんと遵守義務が課されていることになっておりまして、秘密を保護す

るために適切であると審査させていただいております。 

 以上をもちまして、項番１に関しては、今回許可申請をした５者の事業計画は、いず

れも信書便物の秘密を保護するために適切であると判断させていただいております。 

 続きまして大きな項番２、事業収支見積りが冒頭にございます。こちらにつきまして

は、先ほども申し上げましたとおり、対象年度は２年間を対象として、算出方法につい

ては、これも先ほど御説明させていただきましたが、適正かつ明確に算出されていると

見ております。 

 次のページに行っていただきまして、役務の内容が法に適合しているかどうかでござ

いますが、こちらも事業計画を確認させていただきまして、１号役務については取扱い

サイズが７３センチを超えるもの、あるいは４キロを超えるもの。それから、３号役務

につきましては、８００円超のサービス料金となっていることを確認させていただいて

おりますので、これも法の規定に適合していることを事業計画で確認してございます。 

 ３つ目の項目として委託がございます。こちらもまた重複する説明になるのですけれ

ども、業務委託を予定している者につきましては、自ら業務を実施するよりも経済的で

あるといった特段の事情があること、また、原則として第三者への再委託を認めないと

いったことが要件となっているわけですが、これも要件を満たすものと確認しておりま

す。 

 以上を踏まえまして、項番２に関しても、この５者につきましては事業遂行上適切な

計画を有しているので妥当なものと考えております。 

 ３番目の項目です。こちらは、その事業を適確に遂行するに足る能力を有する者であ

ることとなっております。これについても要件が２つございます。まず、１つ目は資金、
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こちらも先ほど御説明させていただきましたが、特に問題はないと考えております。 

 続きまして、２つ目の行政庁の許可とありますけれども、申請者５者のうち、２番の

戸田ビルパートナーズは、先ほど申し上げましたが、自動車ではなくて台車によるサー

ビス提供となりますので、貨物自動車運送事業の許可等は持っていません。ですので、

こちらに該当する項目はございません。それ以外の４者につきましては、特に３から

５番の事業者につきましては、事業を営むために、既に貨物自動車運送事業の許可等を

取っている状況でございますが、１番の事業者のＮＸキャッシュ・ロジスティクスにつ

きましては、もう既に一般貨物自動車運送事業の許可を申請中とでございまして、貨物

軽自動車の運送事業も行いますけれども、こちらについては届出になっておりまして、

許可取得後に届出すると聞いております。 

 これについての信書便の事業許可への影響でございますが、実は我々の審査基準にお

いては、こういった場合のケースも審査基準を設けておりまして、まず、条件としては

信書便の送達に自動車、その他の輸送手段を使用する場合において、当該輸送手段の使

用に必要な事業許可等の申請をしているときは事業開始までに当該許可を受けることが

確実に見込まれることと、この場合においては当該許可を受けることを本件の許可の提

出条件とすることと定められております。そのために、同者への特定信書便事業の許可

につきましては、一般貨物自動車運送事業の許可の取得、それから貨物軽自動車運送事

業経営届の提出後に信書便事業を開始することを条件として許可することにしたいと考

えております。 

 なお、これはここだけのお話になるのですけれども、このＮＸキャッシュ・ロジステ

ィクスから、

とのことでございます。 

 以上をもちまして、項番３につきましても、今回許可をした５者については事業を適

切に遂行する能力を有し、基準を満たしていると考えております。 

 それから、最後に項目の４番目がございます。こちらは信書便法第８条に欠格事由を

定めております。こちらについても全者該当しないことを確認してございます。欠格事

由とは何かといいますと、例えば１年以上の懲役または禁錮の刑に課せられて、あとは

その執行が終わってから２年を経過しない者、それから、信書便事業の許可の取消しを

受け、取消しの日から２年を経過しない者、法人の場合には役員にこれらの該当する者

があること、こういった者が条件になるのですけれども、いずれも該当していないこと

を確認してございます。 

 つきましては、以上をまとめまして、各者とも信書便法に掲げる評価基準に適合して

いると認められたことから、全５者について許可することといたしたいと考えておりま

す。 

 それでは、引き続き、諮問第１２２８号、信書便約款の設定の認可について御説明さ

せていただきたいと思います。資料８０－２になります。 

 先に制度から簡単に説明させていただきたいと思いますが、信書便法第３３条第１項

におきまして、信書便事業者は信書便の役務に関する提供条件について信書便約款を定
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め、認可を受けなければならないとされております。ただし、同法第３３条第３項にお

いて、総務省が定める標準約款を一字一句変えることなく約款として定める場合には、

認可は不要としております。この標準約款は普通自動車、小型自動車、軽自動車、ある

いは２輪自動車、いわゆる自動車を用いて役務を提供する貨物運送業を営んでいる事業

者を対象とすることを前提としております。 

 資料の１ページ、こちらが諮問書になります。今回、太陽急配株式会社、それから、

株式会社ゼロ・プラス中部、オーティーティーロジスティクス株式会社、この３者は標

準約款をそのまま適用することで認可の対象となっておりません。このため、今回審議

いただく対象となるのは１番のＮＸキャッシュ・ロジスティクス株式会社と、それから、

戸田ビルパートナーズ株式会社の２者になります。 

 まず、ＮＸキャッシュ・ロジスティクスでございますが、標準約款に定める役務のう

ち、自社が提供しない役務を明確にするために標準約款とは異なる表記を一部行うこと

で認可が必要になるものです。また、２番目の戸田ビルパートナーズにつきましては、

先ほども申しましたとおり、台車を使うことで、自動車を使わないことになっておりま

す。標準約款自身が自動車を使うことを前提となっているものですので、今回、標準約

款の適用が難しいことから、今回、約款を定めて認可を受けるものでございます。 

 ２者の約款について審査したところ、定める基準に合致することで認可をしたいとの

諮問書の意向でございます。 

 概要でございます。２ページの別紙１、こちらが約款設定の認可の概要でございます。

こちらも項番が１から８までございます。次のページに９番がありますけども、こちら

も信書便法の省令に当たりまして、信書便法施行規則第４０条で準用する、当該施行規

則第２４条第２項の各号に、約款に記載すべき事項を定めております。それをこちらの

項番に当てはめているものでございます。 

 まず、ＮＸキャッシュ・ロジスティクス株式会社、それから戸田ビルパートナーズ株

式会社のいずれの約款も、役務の名称及び内容や引受け、配達の条件、転送、還付の条

件につきましては、ほぼ標準約款と同じ内容を規定しているところでございます。標準

約款と違うところはどこなのかですけれども、２者ともに自分が提供しない役務につい

ては、標準約款に書かれている部分について関連する記載を落とすことがまず一つござ

います。 

 さらに戸田ビルパートナーズにつきましては、信書便契約につきまして、標準約款で

は「一定の頻度があり、一定の期間継続して信書便物を差し出す者」と書かれておりま

すけれども、これは具体的に数値を定めているので標準約款と異なる記載となっている

ものでございます。 

 その他、細かい点で標準約款と異なる点はありますけれども、求めている項目につき

ましては、標準約款と同じ内容が記載されてございます。 

 その結果でございますけれども、４ページ、こちらは別紙２でございますが、審査結

果の概要でございます。 

 まず項番１、こちらの表の各項目として、役務の名称、内容、引受け、配達等々ござ

いますけれども、こちらも先ほどの別紙１の各項目の事項と全く同じと考えていただけ

ればと思います。先ほど申し上げましたとおり、ほぼ標準約款と同一の記載でございま
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して、審査結果にございますように、その内容については、いずれの者も役務の名称及

び内容、引受け、配達等が適切に明確に定められていると判断させていただいておりま

す。 

 さらにもう一つございまして、５ページの項目２とありますけども、これは特定の者

に対して不当な差別的取扱いをするものでないことが信書便法第３３条第２号に定めら

れております。こちらも、まず約款をちゃんと確認させていただいたところ、そういっ

た該当する規定がないことから、２者とも法令の認可基準に適合していると認められる

ため、こちらの約款について認可したいと考えております。 

 続きまして、諮問第１２２９号、信書便管理規程の設定の認可について説明させてい

ただきたいと思います。資料８０－３になります。 

 これは信書便法第３４条で準用している、第２２条第１項の規定に、特定信書便事業

者、こちらは取扱いに係る信書便物の秘密を保護するために信書便の業務の管理に関す

る事項について信書便管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならないとされ

ております。 

 １ページの諮問書でございます。こちらは、今回、許可申請業者５者について、信書

便管理規程の総務大臣の認可が必要であるということで、併せてこちらを認可いたした

く、御審議いただくものでございます。 

 ２ページから３ページにかけて別紙１としまして、申請の概要がございます。これは

信書便法施行規則第３１条第２項に管理規程に記載すべき事項が定められておりまして、

その項目ごとに規定内容を５つ列挙したものでございます。信書便の取扱いについての

責任者であります信書便管理者の選任や職務、信書便物の秘密の保護に配慮した作業方

法、事故発生時の措置、教育訓練といったものについて定められているものでございま

す。 

 この信書便管理規程、前回も申し上げましたが、実は総務省において記載例をあらか

じめ公表しておりまして、今回の申請者の申請内容を確認したところ、全者がこれに沿

って過不足なく同じように設定するものでございます。 

 ということで、４ページ以降の別紙２で審査結果の概要がございます。これは今申し

上げましたとおり、申請内容につきましては、総務省が公表している信書便管理規程の

記載例に沿って設定していることが確認されております。ですので、全ての項目を満た

しているために全て「適」になっております。 

 諮問事項としては以上でございます。 

 これも恒例ではございますが、最後に参考１及び参考２をつけさせていただいており

ます。これは信書便事業への参入状況をまとめたものでございます。 

 まず、参考１、こちらにつきましては、今回御審議いただいて、もしも事業許可が認

められた場合の前提で、参入状況をまとめたものでございます。また、参考２ですけれ

ども、こちらは本社の所在地の都道府県別の事業者一覧となっております。 

 参考１の冒頭にございますが、もし今回の審議の結果、５者を許可することが適当と

の答申をいただくことができれば、全部で５８３社となる予定でございます。また、参

考２で本社所在地、都道府県ごとに分類しておりますが、今回御審議いただく該当者に

つきましては赤字で示してございます。 
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 説明は以上でございます。それでは、御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○島村分科会長代理 ありがとうございました。ただいまの説明について、御意見、御

質問がございましたら、チャット機能にてお申出ください。 

 それでは、実積委員、お願いします。 

○実積委員 中央大学の実積です。寺村課長、お疲れさまでございます。 

 質問は信書便管理規程ですけれども、信書便管理規程の設定の認可申請の概要だから、

別紙１の２の（２）と（３）に関しては４輪自動車とか車両と書いているのですが、戸

田ビルパートナーズは台車を使うお話だったのですけれども、ここの部分に関しては、

どういった取扱いになっているのかを少し教えていただければと思いました。 

 以上です。 

○櫻井信書便事業課課長補佐 信書便事業課の櫻井と申します。戸田ビルパートナーズ

につきましては、御指摘のとおり台車としております。台車ということでほかの車両と

は異なるところがございますが、管理規程の内容としましては、例えば信書便の引受け

の際ですとか配達の際に、台車は可能な限り視界の届かない場所に放置しないことです

とか、台車から離れる場合は台車や保管箇所に施錠することですとか、あとは外部から

中身を見ることができないバックに信書便物を入れることなどを規定しておりまして、

戸田ビルパートナーズにつきましても、そういった盗難の防止をするように管理規程を

定めているところでございます。 

○実積委員 そうすると、今の内容を別紙１の上のところに、「いずれの申請において

も、次の事項が規定されている」とあるのですけど、戸田ビルパートナーズに関しては、

今の２の（２）の①とか、（３）の①については、別のことが記載されていることにな

るのですか。 

○櫻井信書便事業課課長補佐 ご指摘のとおりで、内容的にはおおむね近しいものにな

りまして、専用のものに入れて荷台に保管して施錠することですとか、そういった今お

伝えした内容がおおむね入っているところでございますので、大きく異なるものではな

いのですが、きちんと盗難防止の措置が取られるような管理規程になっておりますので、

認可が「適」ではないかと審査しているところでございます。 

○実積委員 分かりました。認可された内容に関して異論は全然ないのですけれども、

表題というか初めの３行を見ると、全ての事業者に対して４輪とか自動車を使うことを

前提に管理規程をつくられているかのように思ってしまうので、それまでのほかの諮問

内容だと、戸田ビルパートナーズは違うことを寺村課長は説明されていたのですけれど

も、ここでは違う説明ぶりだったので少し気になっただけです。 

 以上です。 

○櫻井信書便事業課課長補佐 ありがとうございました。その点は次回、似たようなこ

とがあれば気をつけようと思います。 

○島村分科会長代理 それでは、巽委員、お願いします。 

○巽委員 ありがとうございます。私は資料の６ページの事業収支見積りに関してなの

ですけれども、 のみ減価償却費が突出しているように見えまし

て、ほかの事業者との並びで見ると、ちょっと特殊な事のように思えるのですが、審査



 10 

基準でこの点は恐らく直接問題にならないと思うのですけれども、事情を少し教えてい

ただけますとありがたく存じます。 

 以上です。 

○寺村信書便事業課長 それでは、総務省から回答させていただきます。 

 まず、 は確かに減価償却費がほかのところよりも高額となっています。その

理由ですけれども、 の減価償却費は車両に係るものが大半になっています。

３台車両を持っているのですけれども、車両全てを信書便事業専用で使うことでござい

まして、ほかの事業者は、自分が扱っている貨物の配送と信書便は大体同一でやること

が多いのですけれども、この事業者は信書便だけで専用に車を用意することで、ちょっ

と高額になっているとのことでございます。 

○巽委員 なるほど、分かりました。ありがとうございます。 

○島村分科会長代理 巽委員、以上でよろしいでしょうか。 

○巽委員 以上で大丈夫です。 

○島村分科会長代理 それでは、三浦委員、お願いします。 

○三浦委員 意見というかお願い事なのですが、資料８０－３の別紙１です。先ほど実

積委員もご発言されておりましたが、私も別に許可申請の内容については特段問題ない

と考えていますが、別紙１の４番、教育及び訓練のところでございます。 

新規採用時や事故発生時等にも実施すると記載されています。関係法令の規定内容や、

特に２番の顧客情報や信書便物の管理の方法、教育や訓練のところです。やはり信書は

非常に重要なものですので、特にこの新規参入の事業者に関しては、コンプライアンス

も当然のことながら顧客の情報管理、及び信書自体の管理の方法は徹底した教育訓練を

行っていただきたいと思います。 

 社員一人一人にそういう意識がないと、情報漏えいの問題や様々なトラブルの原因に

なったりすることが起こりえます。 

ここのところ自治体等でも情報管理の問題で、いろいろトラブルが起こっている状況も

あります。そこは是非、一消費者としてお願いしたいと思っています。 

 以上です。 

○寺村信書便事業課長 ありがとうございます。実際に事業者といろいろ意見交換する

場も結構ありますが、やはり悩みのうちの一つとして、社員に対する教育を問題として、

もう少し何とかしたいと考えている事業者が結構います。 

 実際に我々としても、ちゃんと遵守するよう意識を植え付け、周知も含めて非常に重

要だと考えておりまして、実は信書便事業者につきましては、一般社団法人信書便事業

者協会において、いろいろなノウハウを蓄積していますので、加盟していなくても講習

会を年に２０回ぐらいやっておりまして、結構いろいろな事業者から参加いただいてお

ります。そうしたところで、本当にヒヤリハットみたいな事例も含めて、実はいろいろ

な事例を紹介して、それで毎回、本当に配達に従事する人から管理者も含めて、みんな

に広く機会を与えております。これは非常に好評でして、地方に分けたりしているので、

毎回いろいろなところから数十名程度参加している状況ではあるのですけれども、そう

いった形で、我々としてもそこに教材を提供したりして、まさに一番問題の起こりそう

なところもまとめて、そういった場でやったり、あるいは信書便事業者協会自身もこれ
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からウェブサイトを充実させて、そういった情報を加盟者でなくてもある程度見られる

ようにすることも言っておりますので、そういったところを充実させて、なるべく遵法

意識みたいなものも含めて持っていただければなと考えております。 

 それから、個人情報につきましては、実は個人情報保護のガイドラインが信書便事業

でもございまして、こちらもちょうど、まさに今年度に入って、個人情報保護法の改正

も含めていろいろルールを変えたところもございまして、今、意見募集をやっていると

ころではあるのですが、こういったものも、今後、我々としての情報をきちんと発信し

ていって、ちゃんと守るべきところは守るよう対応していきたいと考えております。 

○三浦委員 お答えありがとうございました。やっぱりルーチンになると、どうしても

人間というのは気が緩んでしまうので、定期的な受講や、フォローをし続けていくこと

も大事かと思いますので、ぜひその辺のケアもよろしくお願いしたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○寺村信書便事業課長 御指摘ありがとうございました。 

○島村分科会長代理 では、谷川委員、お願いします。 

○谷川委員 今御紹介があったヒヤリハットですけれども、どれくらいの頻度で総務省

では収集されているのでしょうか。また、その仕組みはどうなっているのか教えていた

だけますか。 

○寺村信書便事業課長 まず、総務省に入ってくるとすると、検査などで本当にアウト

になったものしかやっぱり見つからなくて、ヒヤリハットになってくると、さっき言っ

た信書便事業者協会が結構いろんな情報を、何か漏れ伝えてくるとか、そういった形ら

しいです。 

 そういった意味では、直接総務省に情報が入ってはいないのですけれども、講習会な

どを通じていつも情報交換をして、どういった可能性があるかをシェアしている状況で

ございます。 

○谷川委員 ありがとうございました。 

○島村分科会長代理 ほかに御意見はないように見えますが、よろしいですか。 

 ほかに御意見がないようでしたら、諮問第１２２７号から第１２２９号につきまして

は、お手元の方針案のとおり答申したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○島村分科会長代理 ありがとうございます。それでは、案のとおり答申することにい

たします。 

 以上で本日の審議は終了いたしました。 

 委員の皆様からほかに何かございますでしょうか。事務局から何かございますか。 

○事務局（福田） 事務局です。本日は当初６名の委員が御参加予定でしたけれども、

最終的に５名となりましたので御報告いたします。なお、定足数は満たしております。 

 また、次回の郵政行政分科会ですが、別途御案内を差し上げますので、皆様方よろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

○島村分科会長代理 ありがとうございます。 

 それでは、以上で本日の会議を終了いたします。ありがとうございました。 
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